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年
後
見
制
度
の
申
立
後
か
ら
後

見
開
始
の
決
定
ま
で
の
流
れ

は
、
以
下
の
と
お
り
で
す
。

㋐
申
立
の
審
理

㋑
成
年
後
見
人
の
選
任

㋒
後
見
開
始
の
審
判
と
確
定

　

㋐
〜
㋒
は
、
平
均
的
に
数
ヵ
月
か
か

り
ま
す
。

　

審
判
が
な
さ
れ
る
と
、
家
庭
裁
判
所

の
嘱
託
に
よ
っ
て
、
後
見
の
登
記
が
な

さ
れ
ま
す
。
こ
の
登
記
は
、
後
見
審
判

の
確
定
日
や
、
成
年
後
見
人
・
成
年
被

後
見
人
が
だ
れ
か
な
ど
を
公
示
す
る
た

め
の
も
の
で
す
。

　

登
記
事
項
証
明
書
は
、
そ
の
登
記
を

証
明
す
る
も
の
で
あ
り
、
預
金
者
が
後

見
開
始
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
金
融
機

関
は
預
金
者
の
後
見
開
始
の
事
実
等
を

確
認
す
る
た
め
に
提
出
し
て
も
ら
い
ま

す
。

審
判
書
と
確
定
証
明
書
で
確
認

　

し
か
し
、
審
判
後
、
登
記
が
完
了
す

る
ま
で
に
数
週
間
を
要
す
る
た
め
、
そ

の
間
に
成
年
後
見
人
か
ら
預
金
の
払
戻

し
を
依
頼
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
場
合
に
は
、
登
記
事
項
証
明
書

の
代
わ
り
に
、
家
庭
裁
判
所
が
発
行
す

る
後
見
開
始
の
審
判
書
（
金
融
機
関
届

出
用
抄
本
）
お
よ
び
確
定
証
明
書
を
受

け
付
け
ま
す
。
合
わ
せ
て
、
成
年
後
見

人
の
本
人
確
認
書
類
を
提
出
し
て
も
ら

い
ま
す
。

　

審
判
書
と
確
定
証
明
書
に
よ
り
、
預

金
者
の
後
見
開
始
が
審
判
・
確
定
さ
れ

た
こ
と
や
成
年
後
見
人
が
だ
れ
か
な
ど

を
確
認
し
ま
す
。
成
年
後
見
人
の
本
人

確
認
書
類
を
突
き
合
わ
せ
て
、
預
金
払

戻
し
を
依
頼
し
て
き
た
人
が
間
違
い
な

く
成
年
後
見
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し

ま
す
。

　

な
お
、
金
融
機
関
に
よ
っ
て
は
、
登

記
後
、
改
め
て
登
記
事
項
証
明
書
を
提

出
し
て
も
ら
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

型
的
な
例
は
、
親
族
が
身
上
監
護
を
行

う
後
見
人
と
な
り
、
親
族
外
の
弁
護
士

な
ど
が
財
産
管
理
を
行
う
専
門
職
後
見

人
と
な
る
ケ
ー
ス
で
す
。

　

成
年
後
見
人
が
複
数
名
い
る
と
き

は
、
家
庭
裁
判
所
は
こ
れ
ら
数
名
が
事

務
を
分
掌
（
分
担
）
し
て
各
々
の
権
限

行
使
を
す
る
か
、
あ
る
い
は
共
同
し
て

権
限
行
使
を
す
る
か
定
め
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
こ
れ
は
、
家
庭
裁
判
所
の
進

言
に
よ
る
場
合
に
限
ら
ず
、
申
立
に
よ

る
場
合
も
、
審
判
に
よ
っ
て
確
定
さ
せ

る
性
質
の
も
の
で
す
。

　

成
年
後
見
人
が
複
数
名
選
任
さ
れ
た

場
合
に
は
、
登
記
事
項
証
明
書
に
選
任

さ
れ
た
成
年
後
見
人
が
す
べ
て
記
載
さ

れ
ま
す
。
登
記
事
項
証
明
書
に
は
「
権

限
行
使
の
定
め
目
録
」
が
添
付
さ
れ
、

こ
れ
に
分
掌
あ
る
い
は
共
同
で
権
限
を

行
使
す
る
旨
が
記
載
さ
れ
ま
す
。

払
戻
権
限
を
確
認
す
る

　

複
数
の
成
年
後
見
人
に
よ
る
分
掌
の

場
合
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
例
え
ば

２
人
の
成
年
後
見
人
が
い
て
、
１
人
が

身
上
監
護
を
、
も
う
１
人
が
財
産
管
理

を
行
う
こ
と
に
な
っ
た
と
し
ま
す
。
こ

の
こ
と
は
、
登
記
事
項
証
明
書
に
添
付

さ
れ
た
権
限
行
使
の
定
め
目
録
を
見
る

と
分
か
り
ま
す
。

　

成
年
後
見
人
の
１
人
か
ら
預
金
の
払

戻
し
を
依
頼
さ
れ
た
と
き
に
は
、
こ
の

目
録
が
添
付
さ
れ
た
登
記
事
項
証
明
書

と
成
年
後
見
人
の
本
人
確
認
書
類
を
提

出
し
て
も
ら
い
、
払
戻
権
限
の
あ
る

（
財
産
管
理
を
担
う
）
成
年
後
見
人
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
ま
す
。
払
戻
依
頼

書
の
署
名
捺
印
は
、
払
戻
権
限
の
あ
る

成
年
後
見
人
の
み
で
か
ま
い
ま
せ
ん
。

　

一
方
、
複
数
の
成
年
後
見
人
が
共
同

す
る
場
合
、
例
え
ば
成
年
後
見
人
全
員

が
共
同
で
す
べ
て
の
こ
と
を
権
限
行
使

す
る
よ
う
に
定
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
。
こ
の
場
合
も
、
目
録
が
添
付
さ

れ
た
登
記
事
項
証
明
書
と
成
年
後
見
人

全
員
の
本
人
確
認
書
類
を
提
出
し
て
も

ら
い
、
共
同
で
払
戻
権
限
が
あ
る
成
年

後
見
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
ま
す
。

　

払
戻
依
頼
書
に
は
、
原
則
と
し
て
成

年
後
見
人
全
員
の
署
名
捺
印
が
必
要
で

す
。
仮
に
成
年
後
見
人
の
１
人
の
署
名

捺
印
が
欠
け
て
い
て
、
そ
の
代
わ
り
に

委
任
状
が
あ
っ
て
も
、
共
同
権
限
行
使

と
は
見
な
さ
れ
ず
、
払
戻
し
は
で
き
な

い
で
し
ょ
う
。

年
後
見
人
と
な
る
者
は
必
ず
し

も
１
人
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
典

成

成

成年後見人への対応に強くなる特 集

預金払戻依頼への対応
こんなときどうする！？

木内清章 産業能率大学講師
　ここでは、主に成年後見人からの預金払戻依頼の
ケースを取り上げ、対応方法を解説します。

未
登
記
の
成
年
後
見
人
か
ら

預
金
払
戻
し
を
依
頼
さ
れ
た

ケース
①

複
数
い
る
成
年
後
見
人
の
う
ち
１
人
か
ら
預
金
払
戻
し
の
依
頼

ケース
②

・�登記事項証明書の代わり
に、後見開始の審判書と
確定証明書を受け付ける

・�預金者の後見が審判・確
定されたことや成年後見
人がだれかなどを確認

POINT

・�登記事項証明書に添付さ
れた権限行使の定め目録
に分掌・共同の旨が記載

・�分掌の場合、払戻依頼書
の署名捺印は払戻権限の
ある成年後見人のみで可

POINT

私
は
島
村
弥
生
の
息
子
だ
が

母
の
成
年
後
見
人
に
な
っ
た
の
で

代
わ
り
に
預
金
を
引
き
出
し
た
い

承
知
し
ま
し
た

本
日
は
後
見
に
関
す
る

登
記
事
項
証
明
書
を

お
持
ち
で
す
か

い
や

審
判
が
下
り
た
ば
か
り
で

登
記
は
ま
だ
な
ん
だ

さ
よ
う
で
す
か
…

私
は
渋
谷
倫
子
と
申
し
ま
す

母
・
花
子
の
成
年
後
見
人
に

な
っ
て
い
る
の
で
す
が

代
わ
り
に
預
金
を

引
き
出
し
に
き
ま
し
た

本
日
は
後
見
に
関
す
る

登
記
事
項
証
明
書
は

お
持
ち
で
す
か

成
年
後
見
人
が

２
人
だ
け
ど

１
人
か
ら
の
依
頼
だ
な
…

こ
の
場
合

ど
う
対
応
し
た
ら

い
い
ん
だ
ろ
う
？

は
い

か
し
こ
ま
り
ま
し
た


